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スモークソーセージ類の陳列風景

ソーセージ（いずれも “SMOKED” の表示なので、くん液を外添使用している。）
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ベーコン

【ラベル表示】

　Naturally

　Hickory Smoked Bacon

　�チップ等によるくん煙、もしくは、

くん液の外添使用と併用した製品。

ベーコン

【ラベル表示】

　Naturally Applewood

　TRIPLE SLOW SMOKED

　EXTRA THICK CUT BACON

　�チップ等によるくん煙、もしくは、

くん液の外添使用と併用した製品。

　�た だ し “TRIPLE SLOW SMOKED”

と表示しているので、長時間くん煙

していることが伺える。
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【量り売り】
量り売りのハムは、外添・内添ともに、くん液を使用している商品が多いと Zelinski 氏より説明

を受ける。

量り売りのハムの陳列風景

量り売りのハム：必要量をスライスカットして購入できる
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【関連商品】

電子レンジでカリカリに仕上げるタイプのマイクロ

ウェーブ・ベーコン。

表面に “NATURAL HARDWOOD SMOKE”。裏面は

関連表記なし。

ベーコン風ソーセージ

ターキー肉のベーコン風製品

豚排骨の BBQ ソース漬けが多く見られた。ソースに

はくん液が使用されており、ソースは FDA の管轄な

ので “NATURAL SMOKE FLAVOR” の表記。

プルドポーク

生ウインナー
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3. くん液を使用した他の食品
マニトワックの Walmart にて、くん液を使用した他の食品についても調査を行った。
調味料・香辛料をはじめ、様々な食品にくん液が使用されていた。

各種調味料

くん液が添加された調味

料が充実

自宅でのバーベキュー需

要が高く、くん液が添加

された調味料・香辛料が

充実している。

バーベキューソース

Red Arrowがくん液の販売を始めた当初、

このソースが採用され、ここから色々な

種類の商品に採用されるようになった。

各種香辛料

くん液が添加された香辛料が充実

チーズ家庭用くん液（注射器付き注入セット）
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シリアル

ビーンズ

缶詰の食肉加工品

乾燥ベーコンチップ

菓子類
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第7章　アメリカにおける「くん液」等に関する 
　　　　聞取り（Kerry社、Salm Partners社）

Q1. くん液の使用や表示に関する法律や規則はどのようになっているか。（関連：P16）
A1. �食肉と乳製品は USDA（米国農務省）、食品（飲料を含む）と薬品は FDA（食品医薬局）の

管轄であり、使われる最終製品によって表示制度が異なる。
　食肉加工品にくん液を使用した場合の表示の規則については、以下の通り。

くん煙の方法
裏面の一括表示
（義務表示）

表面
（任意表示）

A 内添
練り込み
インジェクション
タンブリング Smoke Flavor Smoke Flavor Added

B A と C 又は D 又は E を併用した場合

C 外添
アトマイジング
ドレンチング（シャワリング）
ディッピング 表示義務なし

Smoked
又は
Natural Smoked

D チップ等によるくん煙
Naturally Smoked

E C と D を併用した場合

全ての商品は事前に USDA に申請し承認を受ける必要があり、承認期間は 1 週間程度かかる。
中規模以上の企業には USDA から出向（常駐ではない）の担当者がおり、従わない場合、業務停
止命令ができる権限が与えられている。

Q2. くん液はいつ頃から食肉加工品に使用され始めたのか。また、使用実績は ?（関連：P16）
A2. �Kerry 社（当時 Red Arrow 社）では、1985 年からスモークフレーバーを製造しており、当

時はソース（調味料等）業界のみの販路であったが、1970 年代から食肉加工業界への販売が
始まり、現在では食肉加工業界が最大の販売先である。

　　�食肉加工品において使用量が一番多いのはソーセージ類であり、ハム類、ベーコン類と続
く。ソーセージ類では約 80％、そのうちホットドッグ用のものは約 95％、ハム類では 50 ～
60％、ベーコンでは 40％未満となっている。アメリカでは、ソーセージはドイツ・ポーラン
ドから持ち込まれたものであり、どちらかと言うとこだわりはなく、お腹を満たすことができ
ればよいものという位置付けである。

　　�一方、ベーコンは自分たち（アメリカ）が生み出したものという自負があり製造者側のこだわり
が強く、加えて、ベーコンには「Green Weight」というルール（最終商品の重量が投入原料肉
重量以下でなければならない）が USDA（米国農務省）により定められていることも、くん液導
入の進みが遅い理由の一つと考えられる。アメリカにおける一般的なベーコンでは、6～7時間（乾
燥、クックは別途）くん煙を行うが、くん液を使用してドレンチング（シャワリング）すれば 90
秒で済む。しかし、最終製品を元の原料肉の重量以下にするというルールがあることにより、十
分に水分を蒸発させる必要があるため、時間短縮という面では、くん液使用によるメリットを享
受しにくい。ただし、近年コスト面や環境面で関心が高まっており、徐々に導入が増えてきている。
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Q3. くん液の種類と、色・香りの違いは？（関連：P9 ～ P10）
A3. �くん液の製法は 3 種類（カルサイナー、RTP、キャンプファイヤー）、原料となる木材の種類

は 8 種類あり、くん液の原液を抽出した後、希釈、加熱、乳化剤添加、フィルター等での濃縮、
カラム抽出、混合等を行い、「香り」、「色」、「日持ち向上」等の使用用途に合わせて調整する
ことができる。

Q4. 食肉加工品への、くん液の使用方法は？（関連：P13 ～ P15）
A4. �まず、大分類としては、内添と外添がある。
　　�内添としては、練り込み、インジェクション、タンブリングの方法があり、外添としては、ア

トマイジング、ドレンチング（シャワリング）、ディッピングの方法がある。また、内添した
うえで、外添する方法があり、加えてチップ等によるくん煙をすることも可能である。

　　�くん液を外添使用する場合には、チップ等でくん煙するのと同等の効果（着香、着色、殺菌等）
が見込まれる。

　　�外添する場合にも、内添する理由としては、菌数を内側から抑え賞味期限を延長する効果、豚
肉等の獣臭や脂肪の臭いを内側から均一にマスキング効果を期待したものである。

　　�ハム類では、くん液の効率的な使用方法（丸く均一で太い形状から他の商品より効率が良い？）
として、くん液をケーシングに浸み込ませた転写ケーシングの使用が増えている。

Q5. アメリカにおける、くん液に対する消費者の受け止め方は？（関連：P16 〜 P17）
A5. �日本と同様にアメリカにおいても添加物等を敬遠する消費者層が一定程度存在するものの、く

ん液を外添使用した場合において、チップ等によるくん煙と同様に製造のプロセスであるとみ
なされており（USDA によって）、食品表示は不要（内添使用した場合には必要）であるため、
製造者にとっては、くん液を使用しやすい環境である。

　　�商品のパッケージについては、チップ等によるくん煙のみと外添を併用した場合に「Naturally 
Smoked ○○」の表示が可能で、それ以外の場合には「Natural Smoked ○○」の表示とい
う業界ルールが存在するが、「Naturally」と「Natural」のワードの使い分けを認識している
消費者はほとんどいないと思われる。また、商品の味、臭い等で判別するのも難しいと思われる。

Q6. �日本では、くん煙材として桜のチップを主体としたものが主流であるが、桜材原料のくん液を
増産することは可能か？また、アメリカでは、アップルウッドスモークという表示の商品が多
くみられるが、くん煙材としてアップルが人気があるのか？

A6. �桜材原料のくん液を増産することは可能。アップルのくん煙材によるくん液は、アップルの香り
がするわけではない。香りは多少異なるが、一部の意識高い消費者向けのイメージである。

Q7. 開封後のくん液の保存性や力価について？
A7. 開封しても品質は 2 年間変わらない。蓋をしていれば問題なし。
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Q8. 色と香りはどの段階で付くのか？
A8. �バッチ式であれば乾燥工程で発色し、Cook in Bag 方式であればボイル工程で発色する。風

味はくん液に浸漬された時点でフェノール成分として製品に取り込まれる。

Q9. 商品に「〇〇使用」と表示できるくん液はあるか？
A9. �くん液の効果はチップ等によるくん煙と同様であるので、「〇〇使用」と表示できる規則も同

様である。したがって、チップ等であれば使用した木の種類、くん液であれば原料となる木の
種類（Hickory Smoked, Apple Smoked, Cherrywood Smoked など）となる。

Q10. アメリカにおける SDGs に対する意識は？
A10. �アメリカでは、SDGs に対する意識はそれほど高くないと思われる。製造方法や工場立地な

ど効率的な製造を突き詰めていくことが、結果として環境負荷低減につながっているケース
は多いと思われる。くん液の製造についても、木の加工業者から出てくる、おが屑（木端）
を主に使用しているため、それらが多く供給される地域に工場を有している場合が多い。

　 　 �富裕層の一部には環境負荷低減への意識が高い消費者も存在し、リサイクル可能パッケージ
をアピールした商品も販売されてはいるものの少数派であり、8 割を占めると言われる貧困
層はそのような意識は低い。州によって異なるが、ごみの分別自体がほぼ行われていないの
が実態である。
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第8章　まとめ
本調査では、SDGs 対応の観点から二酸化炭素排出量の削減が見込める「くん液」の製造方法や使

用実態等について、くん液の製造シェアが世界の 80％以上であるアメリカを訪問し調査を行った。
日本においては、長らくくん煙工程においては、くん液を外添使用した場合であっても、改めて

チップ等のくん煙材により煙でいぶすことを行ってきたが、消費者庁及び公正取引委員会の確認を
行ったうえで、2020 年 10 月より、くん液を外添使用した液くん法もくん煙工程のひとつである
と整理され、また、全ての JAS 製品においてもくん液の使用が可能となった。

しかしながら、これを機にくん液の使用が格段に増えたかというと、そこまでの目立った動きは
ない。その理由としては、くん液を使用した場合には一括表示の原材料名欄に添加物として「くん液」
の表示をする必要があり、一般消費者がどの程度意識するかは不明であるが不明である以上、担当
する製造者及び販売者が二の足を踏むのは否定できない。もうひとつの理由として、くん液を効率
的に外添使用する方法のひとつであるドレンチング（シャワリング）において、くん液を水で希釈
して使用する方法が一般的であり、この際に加水分解を防ぐ乳化剤として欧米ではポリソルベート
を使用したものが多く流通しているが、日本ではポリソルベートの使用基準があること、豚肉から
擬陽性としてポリソルブベートが検出されることがあるためポリソルベート入りのくん液は実質使
用できないことがあげられる。

一方、アメリカにおいては、くん液を外添使用した場合には、製造プロセスとみなされ添加
物としての取扱いをしないので表示義務がなく、任意表示として、外添使用のみでは「Natural 
Smoked」、チップ等によるくん煙のみの場合と外添使用との併用の場合では「Naturally 
Smoked」の表示をすることができるが、その違いを認識している消費者はほとんどいない。また、
くん液を内添使用した場合には「Smoke Flavor」が義務表示であり、アメリカにおいても一部の
添加物等を敬遠する消費者層が一定程度存在するものの、環境負荷低減への理解醸成や製造コス
ト削減等により徐々に導入が増えており、ソーセージ類では約 80％（ホットドッグ用では 95％）、
ハム類では 50 ～ 60％、ベーコンでは 40％程度の導入率となっている。なお、現在、くん液の製
造方法としては 3 種類、基本となる原料木材の種類は 8 種類あり、香り・色・日持ち向上等の用途
に合わせて様々な調整が可能とのことである。

SDGs は、持続可能な開発に向けた取組に関する唯一かつ世界共通の枠組みを提供するものであ
り、グローバル化が進む中においても近年日本の企業の関心は高まっており、取引企業として選ば
れるためには積極的に取組んで行くことが重要となってきている。　　環境負荷低減という目標に
おける自動車業界の例でいうと、従来からのガソリン自動車があり、環境にやさしい電気自動車が
開発され、その間をとったハイブリッド自動車等が存在するという状況である。伝統的なガソリン
自動車が完全になくなることはないとは思うが、温室効果ガス排出量削減の流れにより、ガソリン
車の新車販売は廃止される方向にシフトしており、この流れは世界的に確実に加速していると言え
る。

日本における食肉加工業界においても様々な取組が行われているが、そのうち環境面では包材の
変更や施設・設備の更新による二酸化炭素排出量の削減、食品ロス削減等があげられる。加えて、
温室効果ガス排出量削減目標の達成という観点からすれば、本事業で取り上げたくん液の活用は、
その選択肢の一つである。事実、環境先進国であるスウェーデンでは食肉加工品製造のくん煙工程
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におけるくん液使用率は 95％を超えており、今回調査したアメリカにおいても、年々くん液の使
用割合は増加傾向にあり、この流れは世界的にも徐々に広がっていくものと推察される。

また、近年における原材料やエネルギー価格の高騰、労働者不足による人件費や輸送費の上昇等、
予測困難なコスト増に見舞われるなか、消費者の節約志向も高まっており、さらなる製造の効率化
という観点からもくん液の導入はその一助となるのではないだろうか。

なお、最後に、決して伝統的なチップ等によるくん煙を否定するものではないことを申し添える。
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